
■助成対象（下記すべてを満たす方）
 ・39歳以下または18歳以下の子を養育している方
 ・県外に住所を有し、町内への移住を検討している方
 ・町内の宿泊施設へ宿泊する方
 ・来町中に移住相談をする方

■そのほかの留意事項
 ・助成は同一年度内1回まで
 ・自家用車ご利用の際は高速道路を利用した場合のみ
 ・移住体験ツアー参加者や地域おこし協力隊の採用試
  験時における面談者は適用除外

雫石町への定住・移住を目的として、住居や仕事を探すための

活動を行う方に対し、来町にかかる交通費の一部を助成します。

■お問合せ
 雫石町役場 観光商工課 都市交流推進室   ☎019-692-6499 
 〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1   ✉kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp
 

対象
       小学生以上高校生以下半額

または

雫石町若者定住活動支援助成金


